
は じ め に

本稿はアメリカの財務会計基準審議会（Financial Accounting Standards

board：以下，FASBと略称する）が２０１５年４月に公表した FASB非営利組織

体会計基準改訂案（以下，改訂案と略称する）を検討するものである。アメ

リカでは一部の例外1)を除いてすべての非営利組織体が FASBの非営利組織

体会計基準に従って会計処理および財務報告を行っている。１９８０年に概念フ

レームワーク『非営利組織体の財務報告の目的』（Statement of Financial Ac-

counting Concepts No.4, Objectives of Financial Reporting by Nonbusiness Or-

ganizations.：以下，SFAC第４号と略称する）が公表され，次いで１９８５年に

財務諸表の構成要素を非営利組織体まで拡張した概念フレームワーク『財務

諸表の構成要素』（Statement of Financial Accounting Concepts No.6, Elements

of Financial Statements.：以下 SFAC第６号と略称する）が，そして，１９９３年

に会計基準書『非営利組織体の財務諸表』（Statement of Financial Accounting

Standards No.117, Financial Statement of Not-for-Profit Organizations.：以下，

1) SFAC第 4号では，「明らかに本ステートメントの焦点の枠外に位置する組織体
の例としては，投資者が所有する企業，ならびに，その所有者，会員，参加者に対
して直接的かつ比例的に配当，価値の値引またはその他の経済的便益を提供する相
互保険会社その他の相互協同実体のような，その他の類型の組織形態がある」
（FASB [1980], par 7；平松・広瀬［2002］，p.161）と述べられている。
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SFAS第１１７号と略称する）が公表された。他にも寄付金の会計処理や減価

償却の認識など，非営利組織体特有の会計基準が設定された。最初の概念フ

レームワークが公表されてからかれこれ３５年が経過している。

アメリカにおいて非営利組織体会計概念や基準等が定着したと思われるが，

今回 FASBは「より良い情報を寄付者や債権者，他の財務情報利用者に提供

するため」（FASB [2015], p.1）として改訂案を公表している。

改定のポイントは，①純資産分類の変更，②事業活動計算書の中間報告に

おける一貫性の欠如の解消，③経費に関する情報内容の一貫性欠如の解消

（すべての組織が役割・内容別報告ではない）および④営業キャッシュフ

ローの有用性を高める，の４点に集約される（FASB [2015], p.1）。

まず第１に挙げられているのが純資産の分類（classification）の変更であ

る。本稿ではこの①に焦点を当てる。なぜなら，企業会計と非営利組織体会

計の最大の違いは純資産の分類であり，非営利組織体の会計処理や財務報告

のあり方を成す根幹となるものであるからである。非営利組織体の主な財源

は寄付金や補助金（以下，両者を併せて寄付と略称する）である。これには

資源提供者の提供資源に対する使途拘束がある場合がかなりの程度存在する。

したがって，純資産を資源提供者の拘束に従って貸借対照表の純資産の部が

区分される。そしてそれは，寄付を受け取った際に，拘束の有無によって仕

訳をしなければならないことを意味する。したがって，非営利組織体におけ

る会計処理の根幹に，大きな影響を及ぼす改定だと考え，この点に焦点を当

てた次第である。

この純資産の分類の変更による影響は相当程度あると思われる。いくつか

挙げておくと，①財務的生存力の測定，②資金調達の有用性および③将来の

サービス提供可能性予測などが考えられる。

本稿の趣旨は，非営利組織体会計基準改訂案における純資産分類の変更に

焦点を当て，それが及ぼす財務報告への影響を考察し，非営利組織体会計の

課題について考えることにある。
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検討の手順は，第１章で会計基準改訂の趣旨と純資産分類変更の理由を確

認する。第２章ではまず，今回の改訂で純資産の分類がどのように変更され

るのかを確認する。そして，それと関連して貸借対照表と事業活動計算書が

どのような変貌を遂げるのかを改訂案に基づいて紐解いていく。第３章では，

まず改訂の方向性を確認する。そこで財務諸表の注記が強化されるという方

向性が見えてくる。したがって次に注記を確認する。そして第４章で変更点

を検証し，今回の改訂案の課題を指摘し，解決の糸口を示唆することとする。

１．会計基準改定の趣旨と純資産分類変更の理由

�１ 会計基準改定の趣旨

FASBは今回のプロジェクトの趣旨について，「非営利組織体の資産流動

性，財務実績，キャッシュフローに関する財務諸表とその注記に示される情

報や，純資産の分類に関する現在の要件を改善するために，FASBの活動計

画に新たなプロジェクトを加えた」（FASB [2015], p.1）と述べている。そし

て，「FASBの非営利部門諮問委員会（NAC）や他の関係者の指摘によると」

（FASB [2015], p.1）と前置きをして，「非営利組織体の財務諸表に関する既

存の基準は適切なものであるが，改善することによってより良い情報を寄付

者や債権者，他の財務情報利用者に提供することができる」（FASB [2015],

p.1）と述べている。つまり，今回の改定の趣旨は，純資産の分類等に関す

る会計基準を改定することによって，より良い情報を寄付者や債権者に提供

するためということである。

�２ 純資産分類変更の理由

純資産分類の変更について，FASBは「現在提示が必要とされている３種

類の純資産は，寄付者が課す拘束の一時性・永久性に焦点が当てられてい
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る」（FASB [2015], p.1），しかし「これらの３種類の純資産を用いることに

は複雑性」（FASB [2015], p.1）があると述べている。また，「寄付者や，法

律，契約，理事会によって課される拘束・制限が非営利組織体の流動性や，

純資産分類，財務実績，そして関連用語（特に「非拘束純資産」）にどのよ

うな影響を及ぼすかという点に関して誤解や困惑が起こる可能性がある」

（FASB [2015], p.1）としている2)。そして「それによって非営利組織体の流

動性を評価するために寄付者や債権者へ提供される情報の有用性に欠損が生

じる」（FASB [2015], p.1）と述べている。つまり，現行の３分類は複雑で，

誤解や困惑を招くため，もっと有用な分類法に改訂するということである。

２．純資産分類の変更と財務諸表

�１ 現行分類の確認

現行の会計基準における純資産の区分は図表１に示す通りである。企業会

計と異なり純資産の部が，上から「非拘束純資産」，「一時拘束純資産」そし

て「永久拘束純資産」となっている。「永久拘束純資産」とは，「寄贈者の永

久的な拘束または組織体によって永久的に維持されることを求める法律の規

定によって拘束される資産に相当する純資産の部分」（Richard・Marie

[2015], p.91）である。「一時拘束純資産」とは「資産が使用される期間また

は資産が使用される目的のいずれかによって，拘束されている資産に相当す

る純資産の部分」（Richard・Marie [2015], p.91）である。そして，「非拘束純

資産」とは「その他のすべての資産に相当する純資産の部分」（Richard・Ma-

rie [2015], p.91）である。

2) ここで FASBが指摘するような問題点が生じるとするならば，永久拘束と一時拘
束を明確に区別する基準や方法を検討し公表するという選択肢もあったはずである。
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B/S

資産

純
資
産

負債

非拘束純資産

一時拘束純資産

永久拘束純資産

永久的にも一時的にも資源提供者の
拘束を受けない資産に相当する部分

資源提供者の拘束が一時的な
資産に相当する部分

資源提供者の拘束が永久に存続
する資産に相当する部分

資源提供者の拘束により 3つに区分

�２ 改訂案の分類と財務諸表への影響

ここでは FASBがこれら純資産分類をどのように変更しようとしているの

かについて考察する。考察は特に，貸借対照表と事業活動計算書の表示の変

更点について行う。

まず貸借対照表の表示であるが，FASBは「現在表示が必要とされている

３種類ではなく，２種類の純資産の当期末における額を提示すること」

（FASB [2015], p.2）と述べている。そして，「現在提示が必要とされている

純資産総額に加えて，寄付者による拘束がある純資産と，寄付者による拘束

がない純資産を報告することになるであろう」（FASB [2015], p.2）と述べて

いる。つまり，純資産の区分が「寄付者の拘束がある純資産」と「寄付者の

拘束がない純資産」の２区分になるということである。

図表２は今回の改訂により貸借対照表の純資産の区分がどのように変わる

のかを図示したものである。図表１と比べてみると，区分数が２区分に減少

し，「永久拘束純資産」と「一時拘束純資産」が統合されていることが分

かる。

図表１ 現行の貸借対照表

出所）図表は筆者が作成。
各純資産区分の定義は，Richard F. Larkin, Marie DiTommaso [2015], p.91.
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B/S

資産

産
資
純

負債

寄付者の拘束
がない純資産
寄付者の拘束
がある純資産

永久拘束純資産と一時拘束
純資産からなる

非拘束純資産

資源提供者の拘束により 2つに区分

次いで事業活動計算書であるが，FASBは「現在提示が要求されている３

種類ではなく，（第１項目で言及した）２種類の純資産における変動額をそ

れぞれ提示すること」（FASB [2015], p.2）としている。さらに，「寄付者に

よる拘束がない純資産の変動に関連する２つの営業活動の額（それぞれの小

計）を追加・提示すること」（FASB [2015], p.2）と述べている。つまりこれ

まで，非拘束，一時拘束および永久拘束という３つの純資産項目の変動原因

を報告するために３列に分けて提示していたものを，「拘束がない純資産の

変動」と「拘束がある純資産の変動」の２列に分けて提示するということに

なるということである。また，これまでは収益関連項目と費用関連項目を対

照させるのみの事業活動計算書であったが，それを拘束がない純資産の列に

ついて２区分にするという新たな形式を示しているのである。これについて

は第４項で検討する。

�３ 貸借対照表の変容

図表３は SFAS第１１７号で提示されている現行の貸借対照表（以下，１１７号

B/Sと略称する）である。そして，図表４が改訂案で示されている貸借対照

図表２ 改定案の貸借対照表

出所）改定案に基づき筆者が作成。
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表（以下，改定 B/Sと略称する）である。いずれも資産項目，負債項目に次

いで純資産項目が表示されている。１１７号 B/Sにおける純資産の区分は「非

拘束純資産」，「一時拘束純資産」および「永久拘束純資産」の順で表示され

ている。これに対して改訂 B/Sの純資産の区分は，「寄付者の拘束がない純

資産」と「寄付者の拘束がある純資産」の２区分となっている。純資産の部

図表３ FASB第１１７号の貸借対照表
非営利組織体 A

貸 借 対 照 表
１９X１年および１９X０年６月３０日

（単位：千ドル）

１９X１年 １９X０年
資産

現金および現金同等物 ＄ ７５ ＄ ４６０
受取債券および未収利息 ２，１３０ １，６７０
棚卸資産および前払費用 ６１０ １，０００
未収寄付金 ３，０２５ ２，７００
短期投資 １，４００ １，０００
土地・建物・備品への投資に使途が拘束された資産 ５，２１０ ４，５６０
土地・建物および備品 ６１，７００ ６３，５９０
長期投資 ２１８，０７０ ２０３，５００

資産合計 ＄ ２９２，２２０ ＄ ２７８，４８０
負債およひ純資産
支払債務 ＄ ２，５７０ ＄ １，０５０
前受金 ６５０
未払補助金 ８７５ １，３００
支払手形 １，１４０
年金債務 １，６８５ １，７００
長期債務 ５，５００ ６，５００
負債合計 １０，６３０ １２，３４０

純資産
非拘束純資産 １１５，２２８ １０３，６７０
一時拘束純資産（注記 B） ２４，３４２ ２５，４７０
永久拘束純資産（注記 C） １４２，０２０ １３７，０００
純資産合計 ２８１，５９０ ２６６，１４０

負債及び純資産合計 ＄ ２９２，２２０ ＄ ２７８，４８０
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以外の変更点は見当たらないようである。

�４ 事業活動計算書の変容

前述の通り事業活動計算書の非拘束欄の表示を２区分に変更する案が示さ

れている。FASBは２つの営業活動の額について，「 a．第１の小計は，内

部移転前のもので，寄付者による拘束がない営業収入，支援，経費，損益が

図表４ 改訂案の貸借対照表
非営利組織体 A

貸 借 対 照 表
２０X１年および２０X０年６月３０日

（単位：千ドル）

２０X１ ２０X０
資産

現金および現金同等物 ＄ ４，５７５ ＄ ４，９６０
受取債券および未収利息 ２，１３０ １，６７０
棚卸資産および前払費用 ６１０ １，０００
未収寄付金 ３，０２５ ２，７００
短期投資 １，４００ １，０００
土地・建物・備品への投資に使途が拘束された資産 ５，２１０ ４，５６０
土地・建物および備品 ６１，７００ ６３，５９０
長期投資 ２１８，０７０ ２０３，５００

資産合計 ＄ ２９６，７２０ ＄ ２８２，９８０
負債およひ純資産

支払債務 ＄ ２，５７０ ＄ １，０５０
前受金 ６５０
未払補助金 ８７５ １，３００
支払手形 １，１４０
年金債務 １，６８５ １，７００
長期債務 ５，５００ ６，５００
負債合計 １０，６３０ １２，３４０

純資産
寄付者の拘束がない純資産（注記 DDD） ９２，６７７ ７３，６１９
寄付者の拘束がある純資産（注記 B） １９３，４１３ １９７，０２１
純資産合計 ２８６，０９０ ２７０，６４０

負債及び純資産合計 ＄ ２９６，７２０ ＄ ２８２，９８０
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含まれる」（FASB [2015], p.2）と述べている。そして，「 b．第２の小計は，

理事会による資金充当，使途指定などに伴う内部移転の影響が含まれる」

（FASB [2015], p.2）と述べている。つまり，第１区分は寄付者の拘束も内部

的な拘束もない資源の流入と流出の対応関係から得られる結果であり，第２

区分3)（本稿では，移転前営業余剰より下を第２区分と称する）は寄付者の

拘束はないが，内部的な拘束を付加した資源の流入と流出を含んだ対応関係

から得られる結果と考えられる。

図表５は SFAS第１１７号で提示されている事業活動計算書（以下，１１７号計

算書と略称する）である。そして，図表６が改訂案の事業活動計算書（以下，

改定計算書と略称する）である。１１７号計算書における「一時拘束純資産」

の増減を示した列を見ていただきたい。括弧で示されている箇所に注目する。

これは再分類4)といわれるものである。FASBは一時拘束と判断される寄付

には時間拘束と目的拘束があるとしてる。時間拘束とは「一般に規定された

時間に達したならば非拘束」（FASB [1985], par.115：平松・広瀬［２００２］，

p．３４１）となるものである。目的拘束とは「一般に組織体が寄贈者の規定の

性質に依存しつつ，おそらく数期間に渡って特定された目的に従って活動を

行うときに非拘束」（FASB [1985], par.115：平松・広瀬［２００２］，p．３４１）と

なるものである。また「目的拘束」と「時間拘束」の２つの拘束を受けるも

の5)もある。これらの一時拘束の寄付資産は時の経過や目的が果たされた時

に拘束が解かれ非拘束となるものである。その振り替えの過程が示されてい

るのである。左横の非拘束欄を見ていただきたい。同額が拘束解除され非拘

束の資源として流入したように報告されている。

3) 移転前営業余剰より下の箇所を第 2区分と称したのは，移転後営業余剰は，それ
以下に示される営業外項目からの振り戻し等があるなど，移転後営業余剰以下の項
目と密接に関わり合っているためである。詳しくは以降の本文で確認していただき
たい。

4) 再分類については，SFAC第 6号の第 114から第 116号で述べられている。
5) SFAS第 117号第 15パラグラフなどで指摘されている。
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図表６の改定計算書を見ていただきたい。純資産分類の変更によりこれま

で合計欄を除いて３列あった列が２列に変更されている。それ以外の変更点

を確認すると，再分類に関する箇所については図表５における再分類に関す

るところとほぼ同じである。ただし「寄付による基本財産からの充当」とい

う項目が追加されている点が異なる。また，投資収入・利得関係項目の表示

が第２区分へ移動している。これらは後述するとして，それ以外の第１区分

については変更はないようである。

第２区分は新設であり，追加変更されている部分である。

「主体が指定，充当および同様の移転を課した営業上の資源」と「主体が

指定，充当および同様の移転を課した営業外の資源」の対応関係であるが，

図表５ SFAS第１１７号の事業活動計算書
非営利組織体 A

事 業 活 動 計 算 書
１９X１年６月３０日会計期間末

（単位：千ドル）

非拘束 一時拘束 永久拘束 合 計
収益，利得およびその他の支援金：
寄付金収入 ＄ ８，６４０ ＄ ８，１１０ ＄ ２８０ ＄ １７，０３０
料金収入 ５，４００
長期投資からの収入（注記 E） ５，６００ ２，５８０ １２０ ８，３００
その他の投資収入（注記 E） ８５０ ８５０
長期投資からの未実現・実現純利得（注記 E） ８，２２８ ２，９５２ ４，６２０ １５，８００
その他の収入 １５０ １５０
拘束が解除された純資産（注記 D）
プログラムに関する拘束の満了 １１，９９０ （１１，９９０）
設備取得に関する拘束の満了 １，５００ （１，５００）
時間拘束の満期 １，２５０ （１，２５０）
収益，利得およびその他の支援金の合計 ４３，６０８ （１，０９８） ５，０２０ ４７，５３０

費用および損失：
プログラム A １３，１００ １３，１００
プログラム B ８，５４０ ８，５４０
プログラム C ５，７６０ ５，７６０
経営管理費 ２，４２０ ２，４２０
資金調達費 ２，１５０ ２，１５０

費用の合計（注記 F） ３１，９７０ ３１，９７０
火災損失 ８０ ８０
年金債務の発生損失 ３０ ３０

費用および損失の合計 ３２，０５０ ３０ ３２，０８０
純資産の変動額 １１，５５８ （１，１２８） ５，０２０ １５，４５０
期首純資産額 １０３，６７０ ２５，４７０ １３７，０００ ２６６，１４０
期末純資産額 ＄ １１５，２２８ ＄ ２４，３４２ ＄ １４２，０２０ ２８１，５９０
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一見すると前者は営業活動において消費支出できる資源の増減で，後者は営

業活動において消費支出できない資源の増減であると思える。後者において

注意しなければならない点がある。これらは元々資源提供者の拘束がない資

図表６ 改訂案の事業活動計算書
非営利組織体 A

事 業 活 動 計 算 書
決算日 ２０X１年６月３０日

（単位：千ドル）

寄付者の
拘束なし

寄付者の
拘束あり 合 計

収益および利得
寄付金収入 ＄ ８，６４０ ＄ ８，３９０ ＄ １７，０３０
料金収入 ５，２００ ５，２００
その他の収入 １５０ １５０
利得 ２００ ２００
寄付者の拘束がない収益および利得合計 １４，１９０ ２２，５８０

拘束が解除された純資産（注記 D）
プログラム拘束の満了 ２１，９９０ （２１，９９０） －
取得拘束設備の満了 １，５００ （１，５００） －
時間拘束の満期 １，２５０ （１，２５０） －
寄付による基本財産からの充当 ７，５００ （７，５００） －

３２，２４０
寄付者の拘束がない収益，利得およびその他の支援合計 ４６，４３０

費用および損失
プログラム A １３，１００ １３，１００
プログラム B ８，５４０ ８，５４０
プログラム C ５，７６０ ５，７６０
経営管理費 ２，０３８ ２，０３８
資金調達費 ２，１５０ ２，１５０
費用合計 ３１，５８８ ３１，５８８

火災損失 ８０ ８０
費用および損失合計 ３１，６６８ ３１，６６８

移転前営業余剰 １４，７６２
主体が指定，充当および同様の移転を課した営業上の資源

準基本財産から充当した投資利益 ２，０００ ２，０００
寄付設備装置の移転 （１４０） （１４０）
寄付者の拘束がある基金およびサービスに限定された施設設備の移転 （１，５００） （１，５００）

移転後営業余剰 １５，１２２
営業外の変動

投資利益純額（注記 E） ４，６７８ ２０，２７２ ２４，９５０
利息費用 （３８２） （３８２）
年次債務に係る数理計算上の損失 （３０） （３０）

主体が指定，充当および同様の移転を課した営業外の資源
準基本財産から当期の営業へ充当した投資利益 （２，０００） （２，０００）
寄付設備装置の移転 １４０ １４０
寄付者の拘束がある基金およびサービスに限定された施設設備の移転 １，５００ １，５００
純資産の増加（減少） １９，０５８ （３，６０８） １５，４５０

期首純資産額 ７３，６１９ １９７，０２１ ２７０，６４０
期末純資産額 ＄ ９２，６７７ ＄ １９３，４１３ ＄ ２８６，０９０
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源であり，自由に使用できるはずの資源であったという点である。ここでの

拘束はいわば自主規制というべきものといえそうである。さらによく確認す

ると，上下で同額が対応表示されていることがわかる。例えば「準基本財

産6)から充当した投資利益」と「準基本財産から当期の営業へ充当した投資

利益」の対応関係は，それまで営業上の資源としては使用できないと自主規

制をかけていた資源の規制を解いて，事業活動に投入したということになる

と思われる。また，「寄付設備装置の移転」の項目については営業活動に使

用できるはずの資源に規制をかけているということであろう。注記例を確認

する必要がある。

「寄付者の拘束がある基金およびサービスに限定された施設設備の移転」

については，事業活動計算書本体だけでは解読が困難である。なぜならこの

欄はそもそも拘束がないはずである。それなのに「寄付者の拘束がある基

金」となっている。難解な項目である。これも，注記例を確認する必要があ

る。そこで次章において注記を確認することにする。ただし，その前に改訂

の方向性を確認することから始める。

３．改訂の方向性と注記の強化

�１ 改訂の方向性

FASBは改訂の方向性について，「財務諸表の本体表示において，永久的

な拘束がある財源と一時的な拘束がある財源の区別をなくすことは，複雑性

の低減につながると思われる」（FASB [2015], p.5）と述べている。そして，

6) 準基本財産（quasi-endowment）について SFAS第 117号 Appendix D（p.77）では，
組織体の管理主体は，非拘束純資産の一部を管理主体が設定した基本財産として充
当することがある」と述べている。そして，そのことを括弧書きで「基本財産とし
て機能している基金または，準基本財産（quasi-endowment）と呼ばれる」と説明
している。つまり準基本財産とは組織体自らが基本財産として規制している基金と
考えられる。
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「財務諸表の注記における情報開示の強化によって，寄付者が課す様々な拘

束の本質・程度・影響に関する有用な情報が提供されるであろう」と述べて

いる。また拘束に関する開示の方法を変えることについて「多くの場合，こ

れらの拘束には財源の利用目的や利用期間に関する拘束が含まれる。財務諸

表の本体表示の簡素化と注記における情報開示の強化によって，適切でより

有益な情報が提供し続けられるであろう」（FASB [2015], p.5）と述べている。

そして，「こうした情報は，非営利組織体の財源やその変化に関するもので，

寄付者・債権者などが以下の側面を評価する際に役立つであろう」（FASB

[2015], p.5）として，次の４項目を挙げている。

a．資産流動性と財務的弾力性（債務返済能力や外部融資の必要性を含む）

b．当該期における財務実績

c．業務努力やサービス提供継続能力

d．受託責任の行使や管理者の管理業績に関する他の側面

つまり，財務諸表本体をスリム化し，注記を充実させることにより上記の

４項目に関してその評価の有用性が高められると考えているようである。

この４点は，ロバート N．アンソニー（以下アンソニーと略称する）が

FASBの依頼で調査研究した研究報告書『非営利組織体の財務会計に関する

概念問題の調査研究』（FASB Research Report, Financial Accounting in Non-

business Organizations : An Exploratory Study of Conceptual Issues：以下，ア

ンソニー報告書と略称する）の中で指摘されている評価に有用な情報とほぼ

同じである。アンソニー報告書は，アンソニーが FASBの依頼で非営利組織

体会計の現状調査を実施し，その結果をまとめた報告書であり，非営利組織

体財務会計概念作成の基礎資料となったものである。そこに示されたものと

全くといって良いくらい同じ評価情報である。

アンソニー報告書では評価の視点として①財務的生存力（financial viabil-

ity），②使途指令等への準拠性（fiscal compliance），③管理者の管理業績

FASB非営利組織体会計基準改訂案の検討（日野） －６１７－

（ １３ ）



（management performance），および④提供したサービスのコスト（cost of

services provided）が挙げられていた。この中の①財務的生存力が特に重要

であり，それはサービスを提供し続ける能力であり，支払能力や資源移転可

能性の程度などで評価されると記されている（Anthony [1978], pp.48‐52）。

これは上記 aおよび cに該当する。②の使途指令等への準拠性は，受託した

資産は使途指令等に従って運用しなければならないと考えられるため，dの

受託責任に該当する。そして，③の管理者の管理業績が同じく dの管理者の

管理業績にそのまま該当する。ｂの財務実績については特に当てはまらない

かもしれないが，財務情報としては当然といえる評価の視点である。

これらの評価に役立つ情報は，３０数年前に掲げられたものとなんら変わっ

ていないといえる。今回の改定案は一時拘束と永久拘束を区別しなければな

らないことの複雑性を緩和し，その分注記を充実させるという方向性を持っ

て行われていると解釈されよう。つまり，純資産を３つに分類し会計処理や

財務報告を行うことの論理的矛盾や欠陥があったわけではない。変更の大き

な理由は複雑性の緩和に他ならない。評価に役立つ情報が変わっていないと

するならば，３分類よりも２分類の方が優れているという確かな根拠が示さ

れて欲しいものである。

次に注記を確認してみることにする。

�２ 注記の強化

SFAS第１１７号には A～Fの注記事項が示されている。それが改訂案では注

記 Aが削除され注記 B～注記 Gとなっている。次にこれらを順に確認して

いくことにする。

①注記 Aから C

注記 Aは，一時拘束から非拘束への再分類や固定資産取得等によるそれ

らの変動についての注記であったが，一時拘束がなくなったため削除されて
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いる。注記 Bと注記 Cは統合され改定案では注記 Bとなっている。SFAS

第１１７号における注記 Bは，「一時拘束純資産」の目的拘束と時間拘束につ

いての注記であり，注記 Cは「永久拘束純資産」のそれであったからであ

る。永久拘束と一時拘束の文言を使わず一つにまとめた変更である。

②注記 D

注記 Dは一部修正と追加が行われている。

まず修正箇所であるが，注記 Dは「目的拘束を満たす費用の発生および

寄付者が明示した他の事象の発生による拘束の解除」についてのものであっ

た。それが改訂案では「寄付者が明示した時の経過」という文言を追加して，

プログラム拘束の解除，時間拘束の解除，目的拘束の解除，および拘束のあ

る基本財産からの充当額を説明している（図表７注記 E長期投資に関する

表を参照）。要するにそれまで文章では示されていなかった時間拘束に関す

る文言を追加して，基本財産の投資利益に関する項目を加えるなど，必要な

修正を行っているのである。

しかし注記 Dには，さらに２つの新設された注記がある。それは注記 DD

と注記 DDDとして示されている。

まず注記 DDでは，「非営利組織体 Aの管理主体には，いくつかの部署ご

との政策がある。それは事業活動計算書上で，各部署が設定した，各部署に

割り振られた，およびその他同様の移転に関する表示に影響を及ぼす」

（FASB [2015], p.77）と記されている。そして，「寄贈者の拘束がない寄贈物

は，長期投資として表示される（準基本財産）。しかしながら寄贈物は，

２０X１年度中に受け取ったものではない。場合によっては管理主体が寄贈者

の拘束がない純資産の部分を流動的なサービスの提供に指定していることも

ある」（FASB [2015], p.77）と続けている。さらに「それは，年次的に管理

主体が，当該期間の営業のために準基本財産や，寄贈者の拘束がある基本財

産の一部を割り振ったものである」（FASB [2015], p.77）と述べている。
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具体的には「２０X１年度中に，総額９，５００千ドルが充当され使用され，それ

は準基本財産からの２，０００千ドルと，寄贈者の拘束がある基本財産からの

７，５００千ドルからなる」（FASB [2015], p.77）と金額を用いた注記例を示して

いる。

また，「非営利組織体 Aは，当該期間中に１，６４０千ドルの設備をサービス

の提供のために供した。それは拘束の解除として表示されている寄贈者の拘

束のある基本財産１，５００千ドルと，寄付を受けた設備１４０千ドルで購入したも

のである。これらの金額は，事業活動計算書上，当該部署が設定したもの，

および同様の移転の両方を含むものである」（FASB [2015], p.77）との注記

を加えている。

この注記を確認すると，第２章で疑問視した「寄付者の拘束がある基金お

よびサービスに限定された施設設備の移転」の意味がわかる。第１区分の再

分類項目「取得拘束設備の満了」１，５００千ドルの拘束が解除され一旦は非拘

束資源の流入となり，その分だけ移転前営業余剰が増大する。そして，「主

体が指定，充当および同様の移転を課した営業上の資源」の部の「寄付者の

拘束がある基金およびサービスに限定された施設設備の移転」の項目で

１，５００千ドル減額されている。次いでその金額に自主規制をかけて「主体が

指定，充当および同様の移転を課した営業外の資源」の部の「寄付者の拘束

がある基金およびサービスに限定された施設設備の移転」の項目で１，５００千

ドル増額している。

「寄付設備装置の移転」１４０千ドルは，それまで拘束がなかった資源に自

主規制を課したことを示していると思われる。これはまず第１区分の寄付金

収入８，６４０千ドルの中に，この１４０ドルが含まれていると考えなければならな

い。そして，設備取得目的が解除された１，５００千ドルとの合計１，６４０千ドルが

「収益および利得」として流入していると読み取ることになる。そしてこれ

らの金額は，第２区分で自主規制を課すという計算構造になっていると解釈

されよう。

－６２０－
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FASBは，さらに注記 DDDとして，次の内容の記述を追加している。

「２０X１年６月３０日，非営利組織体 Aは，寄贈者の拘束がない純資産に次

の目的を付加した。」

準基本財産 ＄３４，６２８

流動性準備金（Liquidity reserve） １，３００

合 計 ＄３５，９２８

この注記も自主規制に関するもである。つまり，拘束がない純資産の内ど

れだけに自主拘束を課しているかを説明するものである。ここで気になるの

が準基本財産の金額の内訳である。「非拘束純資産」に占める自主規制の内

訳がどのようになっているのかを確認する必要があると思われる。それは次

の③で行うことにする。

③注記 E

注記Ｅは，投資収入・利得などであり，一時拘束や永久拘束に関わる文言

を修正している。その他，１１７号計算書の本体では３つの投資収入・利得が

示されていたが，改定計算書では第２区分の移転後営業余剰のところで，純

額表示のみのに一本化され利息費用が追加されている7)。そのことを受けて

の変更である。この変更は企業会計により近づいたように見受けられる。こ

れらは金融取引であり，企業会計では営業外損益項目として取り扱われる。

しかし，これまで FASBの財務諸表では非拘束の資源流入として，営業収入

と同様に取り扱われていたが，改訂案では営業外項目となり企業会計と同じ

になったといえそうである。以下に改訂案に示された表を図表７として示

す8)。

7) これはキャッシュフロー計算書との整合性を図ったものと思われる。投資収入・
利得は現行のキャッシュフロー計算書では，営業活動によるキャッシュフローに含
められている。しかし改訂案のキャッシュフロー計算書では，投資活動による
キャッシュフローに含められることになっている。
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ここで注記 Dのところで言及した気になる点，すなわち「寄付者の拘束

がない純資産」に占める自主規制の内訳額を確認してみる。注記 DDDに示

されている自主規制に関する表を見ていただきたい。そこに示されている準

基本財産の金額３４，６２８ドルは，図表７の「寄付者の拘束がない純資産」に占

めるプール Bの金額である。つまり，自主拘束は基本財産プール Bと流動

性準備金ということである。すなわち，注記 Dにも注記 Eにも寄付によっ

て調達した設備装置に課した自主規制の額を示す記述はない。これに関する

注記は Bから Gまで（Aは削除されている）のいずれにおいても示されて

いないようである。拘束がない有形固定資産の寄付（寄付金で調達した有固

定資産を含む）は「寄付者の拘束がない純資産」の中に紛れてしまうと思わ

れる。

8) 改訂案の表は，117号計算書の注記 Eで示された表に対する修正箇所が分かるよ
うに，修正のための罫線（消去線）が上書きして引かれている。したがって，見や
すいよう罫線箇所を削除して作成している。また，タイトルと単位を付加している。

図表７ 注記 Eで示された長期投資に関する表
長期投資資産の当期中の運用状況（タイトルは筆者） （単位：千ドル）

プール A プール B プール C 合計
投資の期首残高 ＄ １６４，０００ ＄ ３２，８００ ＄ ６，７００ ＄ ２０３，５００
投資に利用可能な贈与 ０
永久に基本財産となる贈与 ２００ ８０ ２８０
期限付き基本財産となる贈与 ７０ ７０
年金信託となる贈与 ２００ ２００

年金受給者の死去による引出高 （４００） （４００）
投資利益純額 １９，９７２ ３，８２８ ３００ ２４，１００
当期の営業への割当額 （７，５００） （２，０００） （９，５００）
当期および将来の支払い
のための年金信託収入 （１８０） （１８０）

投資の期末残高 １７６，６７２ ３４，６２８ ６，７７０ ２１８，０７０

拘束・非拘束純資産における投資の期末残高の内訳（タイトル筆者） （単位：千ドル）

プール A プール B プール C 合計
寄付者の拘束がある純資産 ＄ １７６，６７２ ＄ ６，７７０ ＄ １８３，４４２
寄付者の拘束がない純資産 ＄ ３４，６２８ ３４，６２８

１７６，６７２ ３４，６２８ ６，７７０ ２１８，０７０

出所）FASB [2015], p.78（注記 E）を基に，筆者作成。
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④注記 F・G

注記 Fは，発生した費用に関する表を用いた注記であるが，表の差し替

えを行っている。第１１７号ではなかった支援活動の欄を加え，営業活動に関

する費用と営業外活動による費用を区別表示している。

注記 Gは新しく加えられた注記であり，当座の支払の要求に活用できる

かどうかを査定するのに６０日基準を用いるとして，次の表を提示している。

金融資産 ＄２２９，２００

差 引

契約または寄贈者が付加した拘束のある資産で，

６０日以内に利用できない金融資産 （１９２，４１３）

準基本財産 （３４，６２８）

６０以内に利用可能となる金融資産 ２，１５９

金融負債

６０日以内に満期の到来する金融負債 １，８４５

６０日以内に満期の到来する金融負債を超過する純金融資産 ＄ ３１４

ここにも準基本財産３４，６２８千ドルが示されているが，ここで準基本財産と

は金融資産であることが明確となった。

４．変更点の検証と課題

�１ 貸借対照表の検証

これまで述べてきたように，貸借対照表の改訂に関しては，すべて純資産

の区分が変更されたことに関連する改定だといえる。注記を含めて変更点を
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再度指摘しておくと，それは①純資産の区分が３区分から２区分へ，②注記

B・Cが Bに一本化，③注記 DDDが追加されたことである。

①は純資産の区分変更そのものである。②については，注記 Bが「一時

拘束純資産」，注記 Cが「永久拘束純資産」の内訳についての注記であるた

め，当然の変更である。③については，「寄付者の拘束がない純資産」に自

主規制を課した内容を示すもので，準基本財産として３４，６２８千ドル，流動性

準備金として１，３００千ドルを規制していることを説明した注記である。ただ

し，寄付により調達した有形固定資産9)は取得または購入した年度に自主規

制を課したように事業活動計算書では見受けられるが，その金額を示した注

記等は見当たらない。これは後に述べる減価償却の問題とも関係があるが，

受託責任の観点から，財務諸表本体あるいは注記によって開示する必要があ

るように思える。

また注記に関していえば，FASBは強化するとしているが，永久拘束につ

いて説明した記述は基本財産の投資に関する注記 Eの表の中で，一部が示

されてはいるが，他の注記には記されていない。本体を簡素化し注記を強化

するのであれば，注記において資産の内の一定金額が「永久拘束」であるこ

となどが記される必要があると思われる。日本公認会計士協会が指摘するよ

うに「制度上，期限の設定なく純資産保持が求められる場合も多く」（日本

公認会計士協会［２０１５］，p．５８），「組織の継続的活動能力を表す観点からは，

資源拘束の時間軸の違いを財務諸表上明らかにするため，一時拘束純資産と

永久拘束純資産を区別して表示することが望ましい」（日本公認会計士協会

［２０１５］，pp．５８‐５９）といえる。これはわが国の制度を考慮しての指摘であ

るが，いずれの国においても歴史的価値のあるコレクション物件の寄付など

永久に維持すべき資産の提供などがあるはずである。受託責任の観点からも，

9) ここでいう有形固定資産とは，寄付によるものではあるが拘束がない，または目
的拘束の満了により拘束が解除された有形固定資産を指す。
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財務諸表本体で報告しないのであれば，注記にて開示すべきであろう。これ

らの点から考えると，財務諸表本体の簡素化と注記の強化という改定の趣旨

には疑問が残るところである。

さらに，前述のように貸借対照表の改訂は，すべて純資産の区分の変更に

関連して生じた改訂だといえる。すなわち，「一時拘束純資産」と「永久拘

束純資産」が，「寄付者の拘束がある純資産」に統合されたことによる変更

である。したがって，２区分と３区分の有用性を検討する必要があると考え

られる。この点については，日野［２００６］，［２００８］等で検討している。そこ

では財務情報利用者の情報ニーズの観点から，３区分が有用であるという結

論を得ている。たたし，今回 FASBがいうような複雑性や区分困難性の観点

からは検討していないので，FASBがいうような複雑性や区分困難性がどの

程度あるのかなどを検証する余地があると思われる。

�２ 事業活動計算書の検証

FASBが注記例として示した事業活動計算書の主な変更点は，注記 Dと注

記 Eの変更である。次にそれらを順を追って検討する。

①注記 Dの変更

ここで重要な変更は注記 DDの追加であろう。注記 DDの留意点として，

次の２点が指摘できる。

a．「一時拘束の解除７，５００千ドルと，自主拘束である準基本財産２，０００千

ドルによるサービスの提供」

b．「一時拘束の解除１，５００千ドルと受け取った寄付１４０ドルによる設備の

購入，および合計１，６４０千ドルの自主拘束と思われる営業外資源の増

大」

まず， a．であるが，これを図表６の改訂計算書上で確認する。すると，

第１区分で再分類による非拘束資源の流入を報告し，第２区分で自主拘束の
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解除による当期使用可能資源の流入を報告していることが分かる。これは新

しい試みである。

次に b．であるが，これを改訂計算書（図表６）上で確認すると，第１区

分で拘束解除による非拘束資源の流入を報告するとともに，第２区分で示さ

れる当期に受け取った寄付１４０千ドルと併せて１，６４０千ドルの設備装置を取得

したことが分かる表示となっている。また第２区分では，その１，６４０千ドル

に自主拘束を課したようになっていることが確認できる。

これらの自主拘束の付加は，SFAS第１１６号では，時間拘束を含意すると

いう会計方針に従えば，「一時拘束純資産」の増大として報告される（FASB

[1993a], par.16）とする会計方針の採用問題と関連する。会計方針により一

時拘束とするのではなく，自主拘束として将来に備えることになっている。

アンソニーは，「SFAS第９３号は，資産に対して減価償却を行うことを要

求」（Anthony [1989], p.38）している。これは「営業上の資産に関しては健

全に機能する」（Anthony [1989], p.38）。しかし，「贈与資本資産の減価償却

は収益の測定に影響を及ぼしてはならない。これらの資産は組織体にとって

原価ゼロである」（Anthony [1989], p.38）と述べている。そして，通常の主

要財務諸表と区別した別個の「贈与資本貸借対照表」と「贈与フロー計算

書」を作成する案を提示していた。これにはあまり意味がないとするが，今

回の改訂では，一時拘束が解除された額と，当期に寄付として受け取った額

に自主拘束を課すことになっていると思われる（これらは有形固定資産であ

る設備装置の取得額に等しい）。それは第１区分の移転前営業余剰までの区

分ではなく，第２区分で開示することになっている。これは結果的に「贈与

フロー計算書」を別個に作成し開示しているのと同じ効果があるように思え

る。これまで FASBは時間拘束を付ける会計方針は任意としていた。そのた

めそのような会計方針を採らない組織体は，有形固定資産の寄付を受け取っ

た，あるいは有形固定資産取得のために受け取っていた拘束がある資源で有
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形有固定資産を取得した場合は，当該会計期間に多額の「非拘束純資産」の

増加を報告していた。改訂案でも多額の「寄付者の拘束がない純資産」の増

大を報告することにはなるが，移転後営業余剰の金額には反映されない10)。

しかし，これらの拘束がない資源で調達した設備装置の減価償却費は営業上

の費用および損失として報告されることになる。つまり，寄贈資産の減価償

却が収益の測定に影響を及ぼすことになる。この点に問題が残っている。

②注記 Eの変更

この変更は，事業活動計算書本体における投資利益の表示箇所と表示項目

の変更によるものである。投資利益に関する情報の開示が，第１区分から第

２区分へ変更されている。また，表示項目についても３項目表示から，１項

目のみの純額表示となり利息費用が追加されている。そしてこの投資利益の

純額は，「寄付者の拘束がある純資産」に加えるべきものと，「寄付者の拘束

がない純資産」に加えるべきものとを区別している。その内の「寄付者の拘

束がない純資産」に加えるべき額を営業外の資源増加11)とし，最終的にはそ

のほとんどが準基本財産に加えられ自主規制が課されることになる。

ただし非営利組織体の場合，投資利益の一部は営業活動に使用するための

重要な財源となると考えられる。これはアンソニー報告書で指摘されたハー

ドマネー12)であり，組織体が自ら獲得したものである。すなわち組織体が自

由に活用できる資源であり，組織体によっては重要な活動資源となっている

10) 今回の改定計算書において単年度の利益を確認する場合は，移転後営業余剰額を
みることになるであろう。

11) 事業活動計算書における投資利益純額は，4,678千ドルである。これに対して図
表 7に示したプール Bの金額，すなわち拘束がない投資利益の額は 3,828千ドルで
ある。この差額 850千ドルは，注記 Eの注記文において，「日常の必要額を超える
現金は，短期投資資産として投資している。20 X 1年 6月 30日現在における短期
投資の金額は 1,400ドルであり，本年度において８５０千ドルの利益を獲得した」と
述べられている。よって，3,828千ドル＋850千ドル＝4,678千ドルと計算できる。

12) アンソニー報告書では，寄付金などによる資源の収入をソフトマネー，料金収入
などの自助努力による資源の流入をハードマネーとしている（Anthony [1978], p.49）。
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場合もある。そうであるならば第１区分である移転前営業余剰を算出する区

分で開示した方が良いようにも思える。

また投資利益に関しては他に矛盾を感じるところがある。それは改訂計算

書の「寄付による基本財産からの充当」の箇所である。これは拘束がある基

本財産からの投資利益を当期の営業収入として充当したものである。拘束が

ある基本財産から得られた利益は営業収入として移転前営業余剰に含められ

る。いずれかに統一した方が良いと思われる。FASBは「投資利益純額」に

ついて，一旦は営業外収益として認識するが，「準基本財産から当期の営業

へ充当した投資利益」の項目で，振り戻されると反論するかもしれない。し

かし，いずれにしても誤解の生じる難解な表示形式といえよう。

お わ り に

本稿では，FASBの非営利組織体会計基準改定草案を検討し，特に純資産

の分類変更に焦点を当て，変更点の確認を行い，問題点を明らかにした。

FASB現行基準は，純資産を資源提供者の拘束に従って３つに分類している。

FASBは現行の基準は適切なものであるとしながらも，永久拘束と一時拘束

に区別することが複雑で誤解を招くとして改訂を行っている。そして作業は，

財務諸表本体を簡素化し注記を強化するという方向性を持って行うとしてい

る。検討の中で FASBが評価に役立つ情報と考えている項目は，３０年以上前

に提示されたアンソニー報告書で指摘された項目と，ほとんど同じであると

いう確認をした。情報提供の目的が変わっていないのであれば，その目的を

果たすためには現行の会計基準（財務報告形式）が良いのか，改訂案のそれ

が良いのかの優劣判断が比較的容易にできると考えられる。つまり，比較の

ために新たな調整項目について検討する必要がないと考えられる。純資産分

類の有用性については，アンソニー報告書の評価項目に基づいて検討した日
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野［２００６］や「一時拘束純資産」の有用性を検討した日野［２００８］において，

検討を行っている。そこでは改訂案と同じ分類をしているわが国の公益法人

会計基準による純資産分類との比較検討も行っている。結果として，FASB

現行の３分類が最も有用であるという結論を得ている。結論の根拠としては，

財務的生存力の観点から「一時拘束純資産」は将来の資源提供可能性評価を

可能にするものであり必要なカテゴリーであること，受託責任の観点から「維

持責任」が主な受託責任と考えられる「永久拘束純資産」と「維持責任」と

「運用責任」という２つの受託責任を併せ持つ「一時拘束純資産」は区別す

べきであることなとが挙げられる。

その他本稿では，貸借対照表および事業活動計算書における問題点を明ら

かにした。

まず，貸借対照表であるが，寄贈資産の自主拘束に問題があることを指摘

した。拘束がない寄贈資産，あるいは設備等取得目的の資源で調達した寄贈

資産（拘束は解除される）に自主規制を課したように事業活動計算書では報

告される。したがって，貸借対照表においてその自主拘束について報告する

必要があると思われる。しかし，貸借対照表本体にも，注記にも，これに関

する自主拘束の金額は示されていない。受託責任の観点から，時間拘束を付

けるという会計方針を採用し拘束を付けるか，注記による開示をすべきか，

いずれかではないかと思われる。

また，拘束が永続する寄付の存在がその永続性開示を必要とするとの指摘

も行った。永久拘束の資源提供はいずれの国でもありうる。国によって提供

される補助金や交付金の永久拘束性の程度は異なると思われる。しかし，歴

史的価値のあるコレクション物件などには永久に維持拘束すべきものがある。

これについても受託責任の観点から，少なくとも注記での開示は必要ではな

いかと思われる。また，わが国においては，制度上，期限設定がない純資産

保持が要求されことが多く永久拘束と一時拘束の区別をなくすことは好まし
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くないであろう。

次に事業活動計算書であるが，これについてはまず贈与資産の減価償却の

問題が挙げられる。拘束がない寄贈資産の減価償却が収益の測定に影響を及

ばすようになっている。時間拘束を課し，耐用年数に渡って減価償却費相当

額の拘束を解除して行くようにした方が有用だと思われる。

また投資利益の表示箇所に疑問を呈した。準基本財産からの投資利益は一

旦は営業外収益となり，「準基本財産から充当した投資利益」の項目を通じ

て移転後営業余剰に振り戻されることになる。しかし，財務諸表本体におい

て，それを読み取ることは難しいように思える。営業外収益としていること

には目が行くが，その一部がまた振り戻されているということを理解するに

は相当な会計の知識が必要である。

さらに投資利益については，拘束がある基本財産から得られた利益は，移

転前営業余剰に組み込まれているという矛盾点も指摘した。結局はどちらも

最終的には営業余剰になるため問題はないという解釈もできようが，同じ投

資の利益でありながら一方は営業収入としてストレートに流入し，他方は迂

回し後付けで流入するようになっている。拘束がない準基本財産などからの

投資利益は，現行のように営業上の資源流入としてストレートに計上した方

が混乱はないように思われる。

FASBは今回の改訂において財務諸表本体の簡素化と注記の強化を掲げて

いるが，事業活動計算書においては複雑化に他ならない。また，そのような

事業活動計算書を読み取るために注記を活用するが，内容を理解するために

は相当の時間と会計の知識が必要になると思われる。
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